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2022年７月 29日 
各   位 

上場会社名    東京産業株式会社 
代表者       代表取締役社長 蒲原 稔 
（コード番号  8070 東証プライム） 
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 田沢 健次 
（TEL      03‐5203‐7841） 

 
 

「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ 
 
 

 当社は、2022 年７月 29 日付けで公表しました「2022 年 3 月期有価証券報告書および過年度の有価
証券報告書等の訂正報告書の提出、 並びに 2022 年 3 月期決算短信の訂正に関するお知らせ」に記載
のとおり、過年度の有価証券報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。 
 これに伴い、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、本日、関東財務局に「内部統制報告
書の訂正報告書」を提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 
 

記 

 

１．訂正の対象となる内部統制報告書 
第 108期 内部統制報告書（自 2017年４月１日 至 2018年３月 31日） 
第 109期 内部統制報告書（自 2018年４月１日 至 2019年３月 31日） 
第 110期 内部統制報告書（自 2019年４月１日 至 2020年３月 31日） 
第 111期 内部統制報告書（自 2020年４月１日 至 2021年３月 31日） 
 

２．訂正の内容 
 上記の各内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事項】と４【付記事項】
を以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線  を付して表示しております。 
 

  
 （１）第 108期 内部統制報告書（自 2017年４月１日 至 2018年３月 31日） 

３ 【評価結果に関する事項】 
 

（訂正前） 

  上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で

あると判断いたしました。 

 
  （訂正後） 

    下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が

高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時

点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

 

記 
 

当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のあ

る売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業
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員が取引先複数社との間において実体が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが

判明いたしました。 

これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があ

るとの判断に至り、2022年５月26日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日よ

り特別調査委員会による調査が開始されました。 

特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部につい

ては、契約書や納品書といった一般的に取引を立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われて

いましたが、証憑は巧妙に偽造されるなど、実体のない循環取引または架空取引であった事実

が判明しました。そのため、これらの取引について、売上高、売上原価を取り消すとともに、当

該不正事案により生じた損失を不正関連損失として特別損失に計上することとしました。 

これらに伴い、第108期から第111期までの有価証券報告書について訂正報告書、第110期から

第112期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。 

本件は、当該事案が生じた部署において、証憑が巧妙に偽造されていたとはいえ、上位者によ

るモニタリングが有効でなかったことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務

報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 

なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったた

め、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本事実

に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。 

(1) コンプライアンス意識の向上 

(2) 当該部署における内部牽制を適正に機能させるための業務プロセスにおける統制の徹底 

(3) 当該部署への管理部門及び内部監査部門によるモニタリング機能強化 

 
 

 
 
（２）第 109期 内部統制報告書（自 2018年４月１日 至 2019年３月 31日） 
３ 【評価結果に関する事項】 

 

(訂正前) 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が

高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点

において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

 

                   記 

 

当社は2020年９月28日に、2019年３月期の第２四半期報告書、第３四半期報告書及び有価証券

報告書並びに2020年３月期の第１四半期から第３四半期までの四半期報告書について訂正報告

書を提出いたしました。 

過年度の会計処理を訂正することとなった要因は、2019年３月期において出資を行った匿名

組合２社（太陽光発電関連の投資事業組合）について、支配力基準の適用を見直した結果、当該

匿名組合を子会社に含めることがふさわしいものと判断いたしました。これを踏まえて改めて

会計監査人と重要性の観点から連結の範囲を協議しました結果、匿名組合２社を連結子会社と

することが適切であると判断し、2019年３月期第２四半期から連結財務諸表を作成することに

いたしました。 
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本件は、投資事業組合への出資という発生頻度の少ない非定型的な取引に関連し、投資事業組

合に対する支配力基準の適用についての知見が不十分であったことに起因する決算・財務報告

プロセスに関する内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべ

き重要な不備に該当すると判断いたしました。 

なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事

業年度の末日までに是正することができませんでしたが、当該不備に起因する必要な修正事項

は2019年３月期の財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本誤謬

に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。 

(1) 決算上の重要な検討事項に関する対応プロセスの強化 

(2) 社内外の研修等による決算業務に従事する人員に対するスキル向上の実施 

(3) 経理・決算業務に関連する外部専門家の活用強化 

 

(訂正後) 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が

高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点

において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

 

                   記 

 

当社は2020年９月28日に、2019年３月期の第２四半期報告書、第３四半期報告書及び有価証券

報告書並びに2020年３月期の第１四半期から第３四半期までの四半期報告書について訂正報告

書を提出いたしました。 

過年度の会計処理を訂正することとなった要因は、2019年３月期において出資を行った匿名

組合２社（太陽光発電関連の投資事業組合）について、支配力基準の適用を見直した結果、当該

匿名組合を子会社に含めることがふさわしいものと判断いたしました。これを踏まえて改めて

会計監査人と重要性の観点から連結の範囲を協議しました結果、匿名組合２社を連結子会社と

することが適切であると判断し、2019年３月期第２四半期から連結財務諸表を作成することに

いたしました。 

本件は、投資事業組合への出資という発生頻度の少ない非定型的な取引に関連し、投資事業組

合に対する支配力基準の適用についての知見が不十分であったことに起因する決算・財務報告

プロセスに関する内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべ

き重要な不備に該当すると判断いたしました。 

なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事

業年度の末日までに是正することができませんでしたが、当該不備に起因する必要な修正事項

は2019年３月期の財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本誤謬

に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。 

(1) 決算上の重要な検討事項に関する対応プロセスの強化 

(2) 社内外の研修等による決算業務に従事する人員に対するスキル向上の実施 

(3) 経理・決算業務に関連する外部専門家の活用強化 

 

 

当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のあ
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る売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業

員が取引先複数社との間において実体が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが

判明いたしました。 

これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があ

るとの判断に至り、2022年５月26日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日よ

り特別調査委員会による調査が開始されました。 

特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部につい

ては、契約書や納品書といった一般的に取引を立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われて

いましたが、証憑は巧妙に偽造されるなど、実体のない循環取引または架空取引であった事実

が判明しました。そのため、これらの取引について、売上高、売上原価を取り消すとともに、当

該不正事案により生じた損失を不正関連損失として特別損失に計上することとしました。 

これらに伴い、第108期から第111期までの有価証券報告書について訂正報告書、第110期から

第112期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。 

本件は、当該事案が生じた部署において、証憑が巧妙に偽造されていたとはいえ、上位者によ

るモニタリングが有効でなかったことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務

報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 

なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったた

め、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本事実

に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。 

(1) コンプライアンス意識の向上 

(2) 当該部署における内部牽制を適正に機能させるための業務プロセスにおける統制の徹底 

(3) 当該部署への管理部門及び内部監査部門によるモニタリング機能強化 

 
４ 【付記事項】 
 

(訂正前) 

  該当事項はありません。 

 

  (訂正後) 

「３ 評価結果に関する事項」に記載した、決算・財務報告プロセスに関する開示すべき重要

な不備を是正するための再発防止策について、当事業年度の末日から内部統制報告書の訂正報

告書提出日までに、以下の措置を実施いたしました。 

 

(1) 決算上の重要な検討事項に関する対応プロセスの強化 

発生頻度の少ない非定型的な取引についての知見が不十分であったことに起因する不備であっ

たことから、非定型的な取引における業務フローの見直しと周知を改めて実施し、非定型な取

引が生じた際には、経理部担当者が十分に検討し、判断根拠とともに会計処理を課長及び部長

へ報告し、監査法人と協議する等業務フローを徹底することといたしました。 

 

(2) 社内外の研修等による決算業務に従事する人員に対するスキル向上の実施 

経理部にて研修を行い、決算業務に従事する人員の知見やスキルの向上を図りました。 

 

(3) 経理・決算業務に関連する外部専門家の活用強化 
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非定型的な取引が生じ、会計処理の判断に検討が必要となる場合において、外部の会計アドバ

イザリーサービスを活用し、見解を頂くことで、適切な会計処理の裏付けを行うことといたし

ました。 

 
 

 
（３）第 110期 内部統制報告書（自 2019年４月１日 至 2020年３月 31日） 
３ 【評価結果に関する事項】 
 

（訂正前） 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が

高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点

において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

 

                  記 

 

当社は2020年９月28日に、2019年３月期の第２四半期報告書、第３四半期報告書及び有価証

券報告書並びに2020年３月期の第１四半期から第３四半期までの四半期報告書について訂正報

告書を提出いたしました。 

過年度の会計処理を訂正することとなった要因は、2019年３月期において出資を行った匿名

組合２社（太陽光発電関連の投資事業組合）について、支配力基準の適用を見直した結果、当該

匿名組合を子会社に含めることがふさわしいものと判断いたしました。これを踏まえて改めて

会計監査人と重要性の観点から連結の範囲を協議しました結果、匿名組合２社を連結子会社と

することが適切であると判断し、2019年３月期第２四半期から連結財務諸表を作成することに

いたしました。 

本件は、投資事業組合への出資という発生頻度の少ない非定型的な取引に関連し、投資事業

組合に対する支配力基準の適用についての知見が不十分であったことに起因する決算・財務報

告プロセスに関する内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示す

べき重要な不備に該当すると判断いたしました。 

なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該

事業年度の末日までに是正することができませんでしたが、当該不備に起因する必要な修正事

項は2020年３月期の財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本誤

謬に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。 

(1) 決算上の重要な検討事項に関する対応プロセスの強化 

(2) 社内外の研修等による決算業務に従事する人員に対するスキル向上の実施 

(3) 経理・決算業務に関連する外部専門家の活用強化 

 

（訂正後） 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が

高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点

において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

 

                   記 
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当社は2020年９月28日に、2019年３月期の第２四半期報告書、第３四半期報告書及び有価証

券報告書並びに2020年３月期の第１四半期から第３四半期までの四半期報告書について訂正報

告書を提出いたしました。 

過年度の会計処理を訂正することとなった要因は、2019年３月期において出資を行った匿名

組合２社（太陽光発電関連の投資事業組合）について、支配力基準の適用を見直した結果、当該

匿名組合を子会社に含めることがふさわしいものと判断いたしました。これを踏まえて改めて

会計監査人と重要性の観点から連結の範囲を協議しました結果、匿名組合２社を連結子会社と

することが適切であると判断し、2019年３月期第２四半期から連結財務諸表を作成することに

いたしました。 

本件は、投資事業組合への出資という発生頻度の少ない非定型的な取引に関連し、投資事業

組合に対する支配力基準の適用についての知見が不十分であったことに起因する決算・財務報

告プロセスに関する内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示す

べき重要な不備に該当すると判断いたしました。 

なお、上記につきましては、当該誤謬の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該

事業年度の末日までに是正することができませんでしたが、当該不備に起因する必要な修正事

項は2020年３月期の財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本誤

謬に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。 

(1) 決算上の重要な検討事項に関する対応プロセスの強化 

(2) 社内外の研修等による決算業務に従事する人員に対するスキル向上の実施 

(3) 経理・決算業務に関連する外部専門家の活用強化 

 

 

当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のあ

る売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業

員が取引先複数社との間において実体が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが

判明いたしました。 

これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があ

るとの判断に至り、2022年５月26日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日よ

り特別調査委員会による調査が開始されました。 

特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部につい

ては、契約書や納品書といった一般的に取引を立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われて

いましたが、証憑は巧妙に偽造されるなど、実体のない循環取引または架空取引であった事実

が判明しました。そのため、これらの取引について、売上高、売上原価を取り消すとともに、当

該不正事案により生じた損失を不正関連損失として特別損失に計上することとしました。 

これらに伴い、第108期から第111期までの有価証券報告書について訂正報告書、第110期から

第112期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。 

本件は、当該事案が生じた部署において、証憑が巧妙に偽造されていたとはいえ、上位者によ

るモニタリングが有効でなかったことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務

報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 

なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったた

め、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本事実
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に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。 

(1) コンプライアンス意識の向上 

(2) 当該部署における内部牽制を適正に機能させるための業務プロセスにおける統制の徹底 

(3) 当該部署への管理部門及び内部監査部門によるモニタリング機能強化 

 

 
４ 【付記事項】 
 

(訂正前) 

  該当事項はありません。 

 

  (訂正後) 

「３ 評価結果に関する事項」に記載した、決算・財務報告プロセスに関する開示すべき重要

な不備を是正するための再発防止策について、当事業年度の末日から内部統制報告書の訂正報

告書提出日までに、以下の措置を実施いたしました。 

 

(1) 決算上の重要な検討事項に関する対応プロセスの強化 

発生頻度の少ない非定型的な取引についての知見が不十分であったことに起因する不備であっ

たことから、非定型的な取引における業務フローの見直しと周知を改めて実施し、非定型な取

引が生じた際には、経理部担当者が十分に検討し、判断根拠とともに会計処理を課長及び部長

へ報告し、監査法人と協議する等業務フローを徹底することといたしました。 

 

(2) 社内外の研修等による決算業務に従事する人員に対するスキル向上の実施 

経理部にて研修を行い、決算業務に従事する人員の知見やスキルの向上を図りました。 

 

(3) 経理・決算業務に関連する外部専門家の活用強化 

非定型的な取引が生じ、会計処理の判断に検討が必要となる場合において、外部の会計アドバ

イザリーサービスを活用し、見解を頂くことで、適切な会計処理の裏付けを行うことといたし

ました。 

 
 
（４）第 111 期 内部統制報告書（自 2020年４月１日 至 2021年３月 31日） 
３ 【評価結果に関する事項】 

 

（訂正前） 

  上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制

は有効であると判断いたしました。 

 

  （訂正後） 

    下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が

高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時

点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 

 

記 
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当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のあ

る売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業

員が取引先複数社との間において実体が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが

判明いたしました。 

これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があ

るとの判断に至り、2022年５月26日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日よ

り特別調査委員会による調査が開始されました。 

特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部につい

ては、契約書や納品書といった一般的に取引を立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われて

いましたが、証憑は巧妙に偽造されるなど、実体のない循環取引または架空取引であった事実

が判明しました。そのため、これらの取引について、売上高、売上原価を取り消すとともに、当

該不正事案により生じた損失を不正関連損失として特別損失に計上することとしました。 

これらに伴い、第108期から第111期までの有価証券報告書について訂正報告書、第110期から

第112期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。 

本件は、当該事案が生じた部署において、証憑が巧妙に偽造されていたとはいえ、上位者によ

るモニタリングが有効でなかったことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務

報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 

なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったた

め、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。 

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本事実

に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。 

(1) コンプライアンス意識の向上 

(2) 当該部署における内部牽制を適正に機能させるための業務プロセスにおける統制の徹底 

(3) 当該部署への管理部門及び内部監査部門によるモニタリング機能強化 

 
 

以上 


